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ま
た
、
必
要
な
と
き
は
専
門
の

医
療
機
関
を
紹
介
し
て
く
れ
ま

す
。
日
頃
か
ら
か
か
り
つ
け
の
医

師
の
も
と
で
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

●
高
齢
者
肺
炎
球
菌
予
防
接
種
を

一
部
公
費
負
担
し
ま
す

▼
対
象
＝
佐
野
市
に
住
民
票
が
あ

り
、
過
去
に
肺
炎
球
菌
予
防
接
種

（
23
価
ワ
ク
チ
ン
）
を
受
け
た
こ

と
が
な
い
方
で
、
①
、
②
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方

①
令
和
４
年
４
月
２
日

（土）
～
令

和
５
年
４
月
１
日

（土）
の
期
間
内

に
65
・
70
・
75
・
80
・
85
・
90
・

95
・
100
歳
に
な
る
方
（
対
象
者
に

は
６
月
頃
に
受
診
券
を
送
付
し
ま

す
）

②
接
種
日
に
60
歳
以
上
65
歳
未
満

の
方
で
、
心
臓
、
腎
臓
、
呼
吸
器

の
機
能
ま
た
は
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
よ
る
免

疫
の
機
能
に
身
体
障
害
１
級
相
当

の
障
が
い
の
あ
る
方

※
②
の
方
に
は
、
接
種
券
の
発
送

は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
医
療
機
関

窓
口
に
て
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た

は
医
師
の
診
断
書
の
提
示
が
必
要

で
す

▼
自
己
負
担
額
＝
４
千
円

※
生
活
保
護
受
給
者
は
無
料
（
医

療
機
関
に
受
給
者
証
明
書
の
提
出

が
必
要
で
す
）

も
し
も
急
病
に
な
っ
た
ら

　

健
康
保
険
証
や
お
薬
手
帳
を
必

ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

●
休
日
・
夜
間
緊
急
診
療
所

植
上
町
１
６
７
７

☎
（２４）
３
３
３
７

▼
診
療
時
間
＝

●
休
日
歯
科
診
療
所

大
橋
町
２
１
８
２

☎
（２４）
７
５
７
５

▼
診
療
時
間
＝
午
前
９
時
～
正
午

（
日
曜
・
祝
休
日
の
み
）

健
康
増
進
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
健
康
増
進
課
☎

（２４）
５
７
７
０

●
健
康
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　

保
健
師
、
管
理
栄
養
士
、
歯
科

衛
生
士
な
ど
専
門
の
職
員
が
健
康

の
悩
み
に
対
応
し
ま
す
。

※
要
予
約

▼
日
時
＝
①
４
月
14
日

（木）
②
４
月

18
日

（月）
各
午
前
９
時
30
分
～
正
午

▼
会
場
＝
①
市
民
活
動
ス
ペ
ー
ス

（
１
階
）
②
田
沼
保
健
セ
ン
タ
ー

▼
内
容
＝
健
診
結
果
説
明
、
特
定

保
健
指
導
、
健
康
相
談
、
栄
養
相

談
、
歯
科
相
談

●
「
風
し
ん
ク
ー
ポ
ン
券
の
有
効

期
限
延
長
の
お
知
ら
せ
」
の
訂
正

　

広
報
さ
の
令
和
４
年
３
月
号
に

「
ク
ー
ポ
ン
の
有
効
期
限
が
令
和

７
年
３
月
ま
で
延
長
」
と
掲
載
し

ま
し
た
が
、
令
和
元
～
３
年
度
に

発
行
さ
れ
た
ク
ー
ポ
ン
券
を
利
用

さ
れ
る
場
合
に
は
、
有
効
期
限
が

「
令
和
５
年
２
月
ま
で
」
と
な
り

ま
す
。

 

対
象
者
に
は
、
別
途
通
知
に
て

詳
細
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
お
詫

び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

 

ま
た
、
こ
の
事
業
は
令
和
７
年

２
月
末
ま
で
延
長
し
ま
す
。

●
か
か
り
つ
け
医
・
か
か
り
つ
け

歯
科
医
を
も
ち
ま
し
ょ
う

　

か
か
り
つ
け
の
医
師
・
歯
科
医

と
健
康
管
理
を
定
期
的
に
行
う
こ

と
は
、
病
気
の
予
防
に
も
つ
な
が

り
ま
す
。

▼
助
成
期
間
＝
令
和
５
年
３
月
31

日
（金）
ま
で

※
受
診
券
が
お
手
元
に
届
き
次

第
、
接
種
可
能
で
す
。
受
診
券
が

届
く
前
に
接
種
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い

▼
接
種
医
療
機
関
＝
市
内
の
協
力

医
療
機
関
で
実
施
し
ま
す

※
対
象
の
医
療
機
関
を
ご
確
認
の

上
、
ご
予
約
く
だ
さ
い
。
市
外
の

医
療
機
関
で
接
種
す
る
場
合
は
、

接
種
前
に
申
請
が
必
要
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

※
原
則
、
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン

と
の
同
時
接
種
は
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接

種
の
前
後
２
週
間
は
他
の
ワ
ク
チ

ン
を
接
種
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い

●
子
宮
頸
が
ん
予
防
接
種

　

子
宮
頸
が
ん
予
防
接
種
は
、
積

極
的
な
勧
奨
が
再
開
さ
れ
ま
し

た
。
積
極
的
な
勧
奨
の
差
し
控
え

に
よ
り
接
種
機
会
を
逃
し
た
方
に

対
し
て
公
平
な
接
種
機
会
を
確
保

す
る
観
点
か
ら
、
積
極
的
な
勧
奨

を
差
し
控
え
て
い
る
間
に
定
期
接

種
の
対
象
で
あ
っ
た
方
は
キ
ャ
ッ

チ
ア
ッ
プ
接
種
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
接
種
の
済
ん
で
い
な
い
方
は

健
康
福
祉

●新型コロナウイルスに関する相談窓口　☎０５７０（０５２）０９２

　熱などの症状のある方の受診、ワクチン接種に関すること

　（２４時間、土曜・日曜・祝日を含む）

診療日 診療時間 診療科目

休日

（日・祝）

午前９時～午後４時３０分

（正午～午後１時３０分

を除く）

内科

小児科

外科

午後７時３０分～

午後１０時３０分

内科

小児科

平日夜間

（月～土）

午後７時３０分～

午後１０時３０分

内科

小児科

お
受
け
く
だ
さ
い
。

▼
接
種
方
法
＝
市
指
定
医
療
機
関

に
事
前
に
予
約
し
、
母
子
健
康
手

帳
を
持
参
の
上
、
接
種
し
て
く
だ

さ
い
。
予
診
票
は
医
療
機
関
に
用

意
し
て
あ
り
ま
す
。

（
定
期
予
防
接
種
）

▼
対
象
年
齢
＝
小
学
校
６
年
生
～

高
校
１
年
生
相
当
の
女
子

▼
接
種
回
数
＝
３
回

（
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
接
種
）

▼
対
象
年
齢
＝
平
成
９
～
17
年
度

生
ま
れ
の
女
子

▼
接
種
期
間
＝
令
和
４
年
４
月
～

令
和
７
年
３
月
の
３
年
間

問	問合せ　申	申込み
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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

●聴覚障がいなどのある方のための新型コロナウイルスに関する相談窓口

　【平日】FAX０２８（６２３）３７５９（午前８時３０分～午後８時）

　【夜間・休日】FAX０２８（６２３）２５２７

▲

注意事項

・体調が優れないとき（発熱・咳などの風邪症状があるときなど）は、受診をご遠慮ください。

・Ａ～Ｃコースは、１年度につき１回のみです。

・Ｄコースは、他のコースと重複して受診可能です（国民健康保険被保険者のみ）。

・予定人数を超えた場合など、希望に添えない場合があります。

・医療機関によっては、上記本人負担額に追加料金が発生する場合があります。

・社会保険など別の健康保険に加入している方で、受診日時点の保険が国民健康保険または後期高齢者医療

  保険へ変更になる場合は、必ず受診前にお問い合わせください。

国民健康保険・後期高齢者医療人間ドックのお知らせ国民健康保険・後期高齢者医療人間ドックのお知らせ

▲

受付時間＝午前９時から午後５時まで

▲

予約専用電話番号＝ ☎（８５）７０６５

受付日 受付医療機関 受診できる方

４月１８日（月） 佐野厚生総合病院 国民健康保険に加入の方のみ

４月１９日（火） 佐野医師会病院 国民健康保険・後期高齢者医療に加入の方

４月２０日（水）・２１日（木） 佐野市民病院 国民健康保険・後期高齢者医療に加入の方

・ご予約の際は、お手元に 保険証  をご用意ください。

・事前の予約が必要です。医療機関への直接の申し込みはできません。

・当日は、電話のつながりにくい時間帯が発生することが予想されます。時間を調整し、ご予約ください。

・医療保険課の電話番号・市役所代表電話番号からの申し込みはできません。

・４月２２日（金）以降  は、医療保険課（１階）および田沼・葛生行政センターの 窓口での予約 となります。

　令和４年度国民健康保険・後期高齢者医療人間ドックは、下記の日程で電話にて予約を受け付けます。

▲

助成対象者

・国民健康保険人間ドックについては、受診日時点で満３０歳以上の国民健康保険加入中の方

・後期高齢者医療人間ドックについては受診日時点で満７５歳以上の方または後期高齢者医療に加入 の方

・令和３年度以前の国民健康保険税を完納している世帯の方または後期高齢者医療保険料を完納している方

・令和４年度の特定健康診査・後期高齢者医療健康診査を受診しない方

・特定健康診査・健康診査に相当する検査結果を市に提供することに同意する方

▲

助成内容

　令和４年度より、日帰りコース、脳コース、日帰り＋脳コースのみとなります。

コース
検診費用

（税込）

助成額

（上限３万円）
本人負担額 受診できる医療機関

Ａ 日帰り ４２，９００円 ２１，４５０円 ２１，４５０円
厚生病院・医師会病院

・市民病院

Ｂ 脳 ３８，５００円 １９，２５０円 １９，２５０円
厚生病院・医師会病院

・市民病院

Ｃ 日帰り＋脳 ６４，９００円 ３０，０００円 ３４，９００円 医師会病院・市民病院

Ｄ
歯科（国民健

康保険のみ）
３，６６０円 １，８３０円 １，８３０円 市内指定医療機関

■問合せ＝医療保険課 ☎（２０）３０２４　（国民健康保険）国保係、（後期高齢者医療）長寿医療係




